
 

鳥取県内に住所があり、公的医療保険に加入している方のうち以下のすべての要件に該当する方 

◆肝炎ウイルスの感染を原因とする 慢性肝炎、肝硬変、肝がん（治療後の経過観察を含む）と診断 

された方 ※無症候性キャリア（肝炎ウイルスに感染しているが肝炎の症状がない状態）の方は対象外です 

◆住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税（所得割）課税年額が 235,000 円未満 の世帯に属する方 

(住民票上で同じ世帯に属する全ての方が住民税非課税又は市町村民税課税年額が 235,000 円未満の世帯） 

◆肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方 

 ◆フォローアップ（年１回程度、県や市町村からの医療機関の受診状況や治療内容の確認等）に同意した方 

 

 
１年度に２回まで定期検査費用の助成が受けられます。 定期検査を受診後１年以内に申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           

※下記「助成の流れ」のとおり申請により払い戻します。（助成額には上限（16,266 円／回）があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 
 
 

住民税非課税世帯に属する方 検査費用のうち県が認める額 

市町村民税（所得割）課税年額が

235,000 円未満の世帯に属する方 

(慢性肝炎)検査費用のうち、自己負担限度額（2,000 円）を超える部分  

の額 

（肝硬変・肝がん）検査費用のうち、自己負担限度額（3,000 円）を超え 

る部分の額 

県が指定した医療機関で 
受診（検査） 
 
窓口で検査費用を支払う。 
（健康保険の自己負担分） 

■助成金申請書  ■医療機関が発行した領収書（写し可。検査費用に係るものに限る） 

■診療明細書（写し可） ■世帯全員の住民票の写し（原本） 

■世帯全員の市町村民税の課税(非課税)証明書（直近のもの）（原本）  

■県が指定した医療機関の医師が記載した診断書（原本） 

■肝炎ウイルス陽性者フォローアップ同意書 

肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断された方へ 

対 象 者 

県が指定した医療機関(裏面参照)において受診された下記検査 

◆血液検査 

◆腹部超音波検査（腹部エコー検査） 
※肝硬変・肝がん（治療後の経過観察を含む）の場合は、超音波検査に代えてＣＴ撮影又はＭＲＩ撮影が 

対象になります。 
   ※肝機能に関連する検査のうち、県が定めた項目のみ対象です。 
   ※検査が複数の日にわたる場合、同一の医療機関で１ヶ月以内に受けられた検査が助成対象です。 

助成内容 

助成の申請に必要なもの 

対象となる定期検査 

助成の流れ 

助成費用の請求（申請） 
 
県内各保健所に申請 

申請内容の審査・助成決定 
 
申請を審査し承認されると 
助成額が支払われます 

※詳しくは、裏面のお問合せ・提出先の保健所又は県ホームページでご確認ください。 
(http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236482） 

※一定の要件に該当する場合は、提出を省略
できるものがあります。 

※書類の取得に係る費用（診断書料、住民票
等の交付手数料等）は助成対象外です。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お住いの地域 管轄の保健所 電話番号 

鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 鳥取市保健所 ０８５７（３０）８５３２ 

倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町 中部総合事務所 倉吉保健所 ０８５８（２３）３１４５ 

米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、
伯耆町、日南町、日野町、江府町 

西部総合事務所 米子保健所 ０８５９（３１）９３１７ 

 

お問合せ・提出先 


